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社会福祉法人三原市社会福祉協議会苦情解決に関する処理要綱  

 

 （目的）  

第１条  この要綱は，社会福祉法人三原市社会福祉協議会（以下「本会」

という。）が提供する福祉サービスについて利用者等からの苦情を迅

速，適切に解決する為の体制，処理方法等を定め，本会が実施する福

祉サービスの質の確保と向上に資することを目的とする。  

 （苦情解決の為の基本姿勢）  

第２条  福祉サービスの利用者等から苦情の申し出があった場合は，福

祉サービスの利用者の人格，人権を尊重し，個人のプライバシーを守

り，利用者，本会双方にとって意義のあるものとなるよう，迅速，積

極的に，社会性・客観性を確保した苦情解決を図るものとする。  

（福祉サービスの範囲）  

第３条  苦情解決の対象となる福祉サービスは，本会が提供する福祉サ

ービスすべてとする。ただし，本会が提供する福祉サービス以外のも

のに関する苦情について，この処理要綱により，解決することを妨げ

ない。  

 （苦情の範囲）  

第４条  苦情解決の対象とする苦情の範囲は，次の通りとする。  

(1) 特定の利用者に対する福祉サービスの提供に関する苦情  

ア  福祉サービスに係わる処遇の内容に関する苦情  

イ  福祉サービスの利用契約の締結，履行または解除に関する苦情  

(2) 不特定の利用者に対する福祉サービスに関する申し立て  

ア  福祉サービスに係わる処遇の内容に関する申し立て  

イ  福祉サービスの利用契約の締結，履行または解除に関する申し

立て  

（苦情申出人の範囲）  

第５条  苦情の申出人の範囲は，次の通りとする。  

(1) 特定の利用者に対する福祉サービスの提供に関する苦情  

ア  福祉サービスの利用者  

イ  福祉サービスの利用者の家族  
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ウ  前ア及び前イに掲げる者の代理人等  

(2) 不特定の利用者に対する福祉サービスに関する申し立て  

ア  福祉サービスの利用者  

イ  福祉サービスの利用者の家族  

ウ  前ア及び前イに掲げる者の代理人等  

エ  民生委員・児童委員  

オ  本会の職員  

カ  その他前アから前オに準ずるもので，当該福祉サービスの提供

に関する状況を具体的，かつ的確に把握している者。  

（苦情解決体制）  

第６条  苦情解決のための体制として本会に苦情解決責任者，苦情受付

担当者及び第三者委員を置く。  

（苦情解決責任者）  

第７条  苦情解決責任者は，本会の経営する各事業所管理者，又は本会

の職員の中から会長が任命する。  

２  苦情解決責任者は，この処理要網に従って，次の職務を行い，責任

をもって円滑，円満な解決を図るものとする。  

(1) 苦情解決体制，苦情解決の仕組みの利用者への周知  

(2) 受け付けられた利用者等からの苦情，又は申し立て（以下「苦情

等」という。）の苦情受付担当者からの聴取  

(3) 苦情等申出人との話し合い  

(4) 改善措置の実施  

(5) 苦情等の申し出の状況及び解決結果の理事会への報告及び公表  

（苦情受付担当者）  

第８条  苦情受付担当者は，各事業所の職員の中から会長が任命する。  

２  苦情受付担当者は次の職務を行う。  

(1) 苦情等の受付  

(2) 苦情等の確認及び受付から苦情解決に至るまでの経過と結果の

記録  

(3) 受け付けた苦情等及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第

三者委員への報告  
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（第三者委員）  

第９条  第三者委員は，理事・職員以外から，人格高潔で社会福祉事業

について識見を有し，かつ，実際にその職責を果たし得る者を理事会

で選考し，評議員会に諮問して会長が任命する。  

２  第三者委員は，５名とする。  

３  第三者委員は，次の職務を行う。  

(1) 受け付けられた苦情等の苦情受付担当者からの聴取  

(2) 苦情等を受け付けた旨の苦情申出人への通知  

(3) 利用者等からの苦情等の直接受付  

(4) 苦情等申出人への助言  

(5) 本会への助言  

(6) 苦情等申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い，助言  

(7) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取  

(8) 日常的な状況把握と意見傾聴  

(9) 本会の提供福祉サービスの日常的な状況把握と意見傾聴  

４  第三者委員には，その職務に要した費用を弁償する。  

（利用者等への周知）  

第 10 条  苦情解決体制及び苦情解決の仕組みの利用者等への周知は，別

記様式第１号により事業所内への掲示及び利用者等への配布により

行う。  

（苦情等の受付）  

第 11 条  苦情等の受付は，随時行う。なお，第三者委員，苦情解決責任

者も直接苦情等を受け付けることができる。  

２  苦情等を受け付けた場合は，別記様式第３号により，苦情等受付書

を作成する。  

 （苦情受付の報告・確認）  

第 12 条  苦情受付担当者及び苦情解決責任者は，受け付けた苦情はすべ

て苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし，苦情等申出人

が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。 

２  投書など匿名の苦情等については，第三者委員に報告し必要な対応

を行う。  
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３  第三者委員は，別記様式第５号により，苦情等を受け付けた旨を苦

情等申出人に通知する。  

（苦情解決）  

第 13 条  苦情解決責任者は苦情等申出人との話し合いによる解決に努

める。この場合，苦情等申出人，又は苦情解決責任者は必要に応じて

第三者委員の立会い及び助言を求めることができる。  

２  第三者委員は，苦情解決に当たって，前１の求めに応じ，又は自主

的に助言，解決案の調整を行う。  

（苦情解決の記録・報告）  

第 14 条  苦情受付担当者は，苦情解決・改善措置までの経過と結果につ

いて別記様式第２号により，記録する。  

２  苦情解決責任者は，３月ごとに苦情解決結果について第三者委員に

報告し，必要な助言を受ける。  

３  苦情解決責任者は，苦情等申出人に改善を約束した事項について苦

情等申出人及び第三者委員に対して，別記様式第８号により，その措

置の結果等を報告する。  

（解決結果の公表等）  

第 15 条  苦情等の申出の状況及びその解決結果等について会長へ報告

するとともに，解決結果について，個人情報に関するものを除き「事

業報告書」及び「広報紙」等に掲載し，公表する。  

（その他）  

第 16 条  この要綱の実施に関して必要な事項は，会長が別に定める。  

 

附  則  

この要綱は，平成１７年  ４月  １日から施行する。  
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別記様式第１号  

令和   年   月   日  

 

利用者各位  

                              社会福祉法人  

三原市社会福祉協議会  

                                         会長  馬越  豊文  

 

苦情解決に向けて  

 

社会福祉法第８２条の規定により，本会が提供する福祉サービスに対

する苦情に適切に対処するため，次のとおり苦情解決責任者，苦情受付

担当者及び第三者委員を定めました。  

なお，苦情解決の方法は，５のとおりです。  

 

１．苦情解決責任者  

 三原市社会福祉協議会  事務局長  吉岡  幸治  

  三原市城町一丁目２番１号  

  ＴＥＬ (０８４８ )６３－０５７０ＦＡＸ (０８４８ )６３－０５９９  

２．苦情受付担当者（統括）  

 三原市社会福祉協議会  総務課長  香川  英之  

  三原市城町一丁目２番１号  

  ＴＥＬ (０８４８ )６３－０５７０ＦＡＸ (０８４８ )６３－０５９９  

３．苦情受付担当者（各事業所）  

 在宅福祉サービス拠点「梅林の里」介護事業課長  井口  由貴美  

  三原市西野三丁目７番１号  

  ＴＥＬ (０８４８ )６１－０８１９ＦＡＸ (０８４８ )６１－０８２０  

 本郷地域センター  事務局次長兼センター長  西田  俊明   

  三原市本郷町下北方３７５番地１  

  ＴＥＬ (０８４８ )８６－３６０７ＦＡＸ (０８４８）６０－６０６４  

 久井地域センター  センター長  石田  洋史  （管理者）  
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  三原市久井町和草１９０６番地１  

  ＴＥＬ (０８４７ )３２－７１０１ＦＡＸ (０８４７ )３２－５０１１  

 大和地域センター  センター長  大山  久美子  （管理者）  

  三原市大和町和木１５３８番地の１  

  ＴＥＬ (０８４７ )３４－１２１４ＦＡＸ (０８４７ )３５－３０２０  

障害者生活支援センター  管理者   柳原   綾  

  三原市城町一丁目２番１号  

  ＴＥＬ (０８４８ )６３－３３１９ＦＡＸ (０８４８ )６３－３３５９  

高齢者相談センターはーもにー  センター長  谷本  誠  

  三原市久井町和草１９０６番地１  

  ＴＥＬ (０８４７ )３２－５００７ＦＡＸ (０８４７ )３２－５０１７  

４．第三者委員  

 木曽  綾夫  三原市須波ﾊｲﾂ二丁目４－３  (０８４８ )６９－０２４０  

 垣井  龍顕  三原市本町三丁目１１－１  (０８４８ )６２－４７１９  

 堀内   至   三原市本郷南六丁目２１－３ (０８４８）８６－２０２８  

 大和田照臨  三原市久井町江木５７８   (０８４７ )３２－８０９５  

 正田  和子  三原市大和町大草６２５２   (０８４７ )３４－１７６７  

５．苦情解決の方法  

(1) 苦情の受付  

苦情は面接，電話，書面などにより苦情受付担当者が随時受け付け

ます。なお，第三者委員に直接申し出ることもできます。  

(2) 苦情受付の報告・確認  

苦情受付担 当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員

（苦情等申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く。）に報

告いたします。  

第三者委員は内容を確認し，苦情等申出人に対して，報告を受けた

旨を通知します。  

(3) 苦情解決のための話し合い  

苦情解決責任者は，苦情等申出人と誠意をもって話し合い，解決に

努めます。その際，苦情等申出人は，第三者委員の助言や立会いを

求めることができます。なお，第三者委員の立会いによる話し合い
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は，次のとおり行います。  

ア  第三者委員による苦情内容の確認  

イ  第三者委員による解決策の調整，助言  

ウ  話し合いの結果や改善事項等の確認  

(4) 都道府県運営適正化委員会及び国保連合会他の紹介  

本事業者で解決できない苦情は，下記に申し立てることができます。 

 

広 島 県 福 祉 サ ー ビ ス 運

営適正化委員会  

住   所  広島市南区比治山本町１２－２  

     （広島県社会福祉会館）  

電話番号  （０８２）２５４－３４１９  

Ｆ  Ａ  Ｘ  （０８２）２５６－２２２８  

受付時間  平日８：３０～１７：１５  

(土・日及び祝日・ 12/29～ 1/3 を除く ) 

三 原 市 役 所 高 齢 者 福 祉

課介護保険係  

住   所  三原市港町三丁目５番１号  

電話番号  （０８４８）６７－６２４０  

Ｆ  Ａ  Ｘ  （０８４８）６４－２１３０  

受付時間  平日８：３０～１７：１５  

(土・日及び祝日・ 12/29～ 1/3 を除く ) 

広 島 県 国 民 健 康 保 険 団

体連合会介護保険係  

住   所  広島市中区東白島町 19 番 49 号

(国保会館 ) 

電話番号  （０８２）５５４－０７８３  

Ｆ  Ａ  Ｘ  （０８２）５１１－９１２７  

受付時間  平日８：３０～１７：１５  

(土・日及び祝日・ 12/29～ 1/3 を除く ) 
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社会福祉法人三原市社会福祉協議会苦情解決第三者委員要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は，社会福祉法第８２条の規定により，社会福祉法人

三原市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の利用上の適格な苦

情解決を期するため，第三者機関の組織及び運営について必要な事項

を定める。  

（名称・構成員）  

第２条  前項の機関の名称は，三原市社会福祉協議会苦情解決第三者委

員（以下「委員」という。）  

２  前項の委員の定数は，５人とする。  

３  委員は独任制の機関とする。ただし，随時必要により合議若しくは，

共同処理することを妨げない。  

（任務）  

第３条  委員は，次の職務を担任する。  

(1) 苦情解決責任者に助言し，又は本会の運営する事業所の利用に関

する苦情等申出人と苦情解決責任者との話し合いに，必要により立

ち会うこと。  

(2) 苦情等申出人の直接の苦情受付に関すること。  

(3) その他，「苦情解決に関する処理要綱」第９条第３項の職務に関

すること。  

２  委員は，苦情解決について社会性や客観性を確保し，利用者の立場

や特性に配慮して適切な対応を図るものとする。  

（任命）  

第４条  委員は，評議員会に諮問して会長が任命する。  

２  委員の任期は２年とする。ただし，補欠により選任された委員は，

前任者の残任期間とする。  

（報酬）  

第５条  委員に対する報酬は支給しないものとする。ただし，執務日数

一日につき実費弁償の範囲内で費用弁償することを妨げない。  

（苦情解決の手順）  
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第６条  委員は，利用者等から苦情を直接受け付けたとき，又は苦情受

付担当者から報告を受けたときは，受信簿に記録する。  

２  前項の規定により，苦情受付担当者から報告を受けたとき，又は直

接苦情の申出を受けたときは直ちに 本会内の苦情解決にあたる職員

の主張を聴取し主張対比表により整理する。  

３  委員は，苦情解決責任者から前項の規定により主張を聴取したとき

は，遅滞なく苦情受付報告書をもって苦情等申出人に通知する。  

４  前項の規定により通知をしたときは，発信簿に記録をする。  

第７条  委員の対応の中途において，苦情解決責任者から報告を受けた

ときは，その受理した日をもって対応を打ち切り，その旨記録してお

くものとする。  

第８条  委員は，苦情解決につき一定の見通しがついたとき，又は解決

の見通しがないと認めたときは，相当する判定をし，当事者（苦情等

申出人）にその旨の文書を送付する。  

第９条  合議体としての第三者委員会の補助として書記を置く。  

２  書記は，委員の命を受けてその事務を担当する。  

３  書記は，本会の職員のうちから，当該苦情と自ら所掌する事務との

直接関係のないもののうちから，そのつど会長が指名する。  

４  書記は，専ら委員の命に従ってその事務に専念し，公正を害する行

為をしてはならない。  

（関係帳票）  

第 10 条  この要綱に係わる関係帳票は，苦情処理関係帳票要綱において

規定する。  

 

附  則  

この要綱は，平成１７年  ４月  １日から施行する。  
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社会福祉法人三原市社会福祉協議会苦情処理関係帳票要綱  

 

（趣旨）  

第１条  社会福祉法人三原市社会福祉協議会の苦情処理要綱における帳

票の様式については，他に別段の定めがあるもののほか，概ねこの要

綱の定めるところによる。  

（様式）  

第２条  前条の帳票の使途別の様式は，別表のとおりとする。  

（補則）  

第３条  前条に定めるもののほか，苦情処理要綱の運用に関して必要な

帳票は，そのつど会長が定める。  

 

附  則  

この要綱は，平成１７年  ４月  １日から施行する。  


